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研究成果の概要： 

本研究の成果として、第 1に、河川法改正後に河川事業における自治体の自律性はどのよう

に変化したか、直轄事業に対し自治体が影響力を行使出来るとすればその要因は何かについて、

分析視角に基づいて考察を行い明確にした点である。第 2に、国交省の下水道、農水省の農業

集落排水、環境省の合併浄化槽に分かれる下水道関連事業において、この区分とは異なる行政

組織編成を行っている自治体にはどのような特徴があるのかを明らかにしたことである。第 3

に、中央省庁の縦割りとは異なる行政組織改革が進展している都道府県を対象とし改革が進展

した要因を明確にしたことである。 
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１．研究開始当初の背景 

博士論文では、公共事業改革を事例とし、

改革促進要因を分析することを通じて政策

転換の要因を研究した。その結果、公共事業

改革における地方自治体の独自性や首長に

よる県職員のマネジメント改革の重要性に
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ついて明らかにすることが出来た。 

加えて、たとえ自治体は公共事業改革を進

める意欲を持っていたとしても、中央・地方

間の行財政制度が弊害となることが明らか

となった。具体的には、中央省庁の縦割りと

異なる行政組織編成を行おうとした際の中

央省庁の反対、中央省庁の縦割りに従った補

助事業等の要求であり、中央・地方関係によ

って、公共事業改革の進展は左右されるとい

うことである。ここから、自治体が中央省庁

の縦割り行政の弊害を防止する取り組みに

成功するために必要となる要素を明らかに

するという着想に至った。 
 

２．研究の目的 

地方自治体が、自律的な行政運営をする際

には、中央・地方間の行財政制度が制約とな

ってきた。第一次地方分権改革は、自治体の

自律性を高めるという目的があり条例制定

の範囲の拡大や行政組織編成の自由度が拡

大した。 

しかし、大森彌（2000）は、地方分権改革

後、自治体が中央省庁依存体質による自律的

な行政運営能力が乏しい状況から脱却する

には、住民への応答責任をもった自治体をめ

ざし首長、職員、議会の意識改革を進めてゆ

く必要性を示している。また、武藤博巳

（2000）は、道路事業を例として、特に公共

事業においては、第一次地方分権改革は途上

であり、中央省庁の縦割り構造に自治体の公

共事業が組み込まれて事業実施がなされて

いるとする。 

本研究はこれらの研究と同様の認識に立

ち、特に、公共事業の分野に焦点を当て、第

一次地方分権改革後、自治体の事業選択にお

ける自律性はどのような形で高まっている

のか、いないのかについて、特に自治体の行

政組織編成に着目して明らかにすることを

目的とした。 
 

３．研究の方法 

（1）分析枠組み 

地方自治体の行政組織編成や事業選択に

おける新たな取組みについて、自治体内部の

アクターを中心とする要素から分析する視

角を設定するために、制度変化・政策転換と

組織との関係に関する Moe（1990）や Hall

（1993）の論文を参考にした。モーは、政治

家や利益集団が予めどのような行政組織の

構造を選択するかが政策に影響を及ぼすと

し、行政組織の構造選択は政策の選択である

とする。政策に影響を与える行政組織の構造

選択は、公的権力の特質と政治的権力の不確

実性といった政治的要因に左右されるとす

る。また、ホールは、政策転換が行われるか

どうかは、競合する党派間の議論だけでなく、

党派の制度的枠組みにおける優位、使用でき

る資源、アクターの権力に影響を与える外的

要因など、政治的な要因を挙げる。また、政

策実験や政策失敗の事例も政策転換の要因

となるとした。これらを参考に自治体の政策

選択に関する事例研究の際に、「有権者と政

治家の相互作用の変化が自治体による政策

や事業の選択に何らかの影響を与えるので

ないか」という視点に立ち、分析を行うこと

とした。 

次に、自治体内部ではなく自治体外部、特

に中央・地方間の制度あるいはアクターが自

治体の決定に与える影響をについて分析を

行う視角を設定した。Pierson（2004）から、

中央・地方関係を定める組織の変化が地方自

治体の自律性を高めるのではないかという

示唆を得た。さらに、地方自治体の自律性に

ついて、中央・地方関係の資源に着目した

R.A.W.Rhodes（1981）を参考とし、分析枠

組みを設定することとした。ローズによれば、

あらゆる組織は相互に資源（resource）を依

存する。この場合の資源は、法的資源、組織

資源、財政的資源、政治的資源、情報資源に

分類されている。各組織はそれぞれの活動目

的を達成するために資源を交換するが、ある

組織は、その意思決定に際して他の組織の影

響を受ける。そして、組織間で、優位な同盟

を形成する組織の評価体系が組織間の関係

や資源の交換に影響するとする。これを基に、

特に河川事業における自治体の自律性に関

する事例を分析する際に、「地方自治体の資

源が増加すれば、たとえ直轄事業であっても

中央省庁が一方的に事業を実施できないの

ではないか」という分析視角を設定した。 

 

（2）事例研究に関して 

第一に、地方分権改革による地方自治体の

行政組織に関する制度変化について、衆議院

調査局総務調査室にヒアリングを行った。ま

た、地方自治法の改正、地方分権改革につい

ては、既存の研究等を検討することにより、

その内容・経緯について明確にした。 

第二に、総務省・国土交通省の資料、新聞、

論文、地方六団体の公表資料等を参考に、自

治体の行政組織編成において、省庁の縦割り

の弊害を乗り越える取り組みが行われてい

る自治体を選択した。具体的には静岡県を選

抜し、総務部企画監にヒアリング調査を実施

した。また、静岡県において得られた知見を

検証するために、広島県と広島市にヒアリン



 

 

グを行い、権限移譲をした広島県では、企画

振興局地域振興部権限移譲室に対し、権限移

譲の経緯、権限移譲後の行政組織の変化の有

無、職員の反応等について調査を行った。ま

た、移譲をされた広島市については行政改革

推進課に対して権限移譲がされることにな

った経緯、権限移譲をされたことによる変化、

国の見解等を調査した。 

第三に、下水道事業に関する自治体の取り

組みについても上記と同様の方法で自治体

を選抜した。市町村のなかでは、多度津町に

おける栄町せせらぎ水路を縦割り行政の弊

害を克服した事例として選択し、せせらぎ水

路整備の経緯、成功要因等について建築下水

道課にヒアリングを行った。また、都道府県

については、下水道関連の組織の一元化を行

っており、地方六団体の先進事例を扱うホー

ムページにおいて、県担当者が「各省庁の判

断や予算額により、地域の実情にあった効率

的な事業推進ができない場合がある」と述べ

ている高知県を選択し、一元化の経緯、縦割

り行政の具体的な問題点について、土木部公

園下水道課に対しヒアリング調査を行った。 

第四に、97 年河川法改正後の河川事業にお
ける自治体の事業選択の変化についてであ
るが、河川法改正の経緯等については、主に、
衆議院調査局国土交通調査室の資料をもと
に整理を行った。 

事例としては、１つ目は、直轄事業であり

ながら、事例対象は、河川整備計画策定以前

から地元意見を反映させるために設置され

たことで地方自治体の意向を反映されるた

めの先進事例として注目された淀川水系流

域委員会（以下、委員会）が審議を行った 5

つのダム事業を選択した。当時の淀川水系流

域委員長に対し、委員会と国土交通省の意見

対立の要因等についてヒアリング調査を行

った。2 つ目の事例として、治水・利水・灌

漑・発電を目的とし国土交通省と農水省が事

業実施をそれぞれ行っている川辺川ダム事

業を選択した。この次号は、知事の事業凍結

の意向表明により休止に至っている。事業に

ついて、熊本県川辺川ダム総合対策課に対し、

知事による表明の経緯、県土地収用委員会の

果たした役割、新しい利水計画策定における

県の果たした役割等についてヒアリング調

査を行った。 

 

４．研究成果 
 本研究は大きく分けて 3つの成果を得るこ
とが出来た。 

（1）河川直轄事業に対する自治体の意向の
影響について 

直轄事業は中央省庁によって実施される

ことから、その事業が行われる地元の自治体
であっても事業の実施に関して見解が反映
される余地は小さい。しかし、河川事業にお
いては、1997 年の河川法改正により、地元
自治体の首長が河川整備計画に対して意向
を示せるようになった。 

そこで、河川法改正の要因、改正後の直轄
事業における自治体の行動変化、中央省庁の
対応の変化の有無について、予め設定した分
析視角から分析を行った。 

① 河川法改正について 

90 年代半ばに発覚した政治家による公共
事業に関する汚職事件を契機とした有権者
の公共事業への認識の変化や大規模ダム事
業に対する批判が背景にあることが分かっ
た。河川法改正当時は、入札制度改革、ダム
等審議委員会の設置など、公共事業改革が行
われている。建設省が中央省庁中心の河川行
政の実施方法の転換し、地元意見を反映させ
るという手法によって大規模公共事業への
批判に対応しようとしたという考察を行っ
た。 

② 淀川水系流域委員会が対象としたダム
事業における中央・地方関係について 

97 年の新河川法改正に基づいて、各水系に
河川整備計画の審議組織が設置された。2001

年には、国土交通貨近畿地方整備局により、
淀川水系流域委員会が設置されたが、他の水
系流域委員会の多くが国土交通省の示した
河川川整備計画案を審議しすることになっ
ているのに対し、淀川水系流域委員会（以下、
委員会）の場合は、委員会が河川整備計画案
の方向性について提言を行い、これを考慮に
入れて河川管理者である国土交通省が河川
整備計画案を策定することとなっていた。地
元の意見を反映して河川整備を行うという
点で淀川水系流域委員会は先進的な事例と
して考えられていた。 

しかし、2007 年 8 月に国土交通省は、淀
川水系流域委員会の淀川水系において原則
ダム建設をしないという見解に反し、ダム事
業を推進する方針の河川整備計画案を策定
した。つまり、事業が実施される地元の委員
会の意見は反映されることはなかったとい
うことである。そこで、「なぜ、当初の予定
に反し地元の委員会の意見は反映されなか
ったのか」という問題意識のもとで、予め設
定した分析視角により研究を行った。 

淀川水系流域委員会は、淀川水系で整備中

の丹生（滋賀県余呉町）、大戸川（大津市）、

余野川（大阪府箕面市）、川上（三重県青山

町）、天ヶ瀬（京都府宇治市）の 5 つのダム

事業について審議した。委員会は、2005 年 1

月までは、5 ダムに関し、ダム建設の可否に

ついて明確な結論は避けていたが、2005 年 2

月以降一貫して、大戸川ダム、余野川ダムを

含め、5 つのダムとも建設中止の方針を取っ



 

 

た。これに対し、近畿地方整備局は、2003

年 12 月の段階では、5 つのダムについて、中

止を含む抜本的な見直しを改めて求め、2004

年 5 月の段階でも、5 つのダム事業について

調査検討の必要性を示していた。 

しかし、2005 年 2 月になると、大戸川ダ

ムと余野川ダムの 2 ダムのみ事実上の中止と

いう方針を取った。さらに、先に示したよう

に、2007 年 8 月になると国土交通省は、一

度決定した大戸川ダムの凍結を撤回し、事業

を実施する方針を出した。すなわち、ダム中

止か否かをめぐって委員会と国土交通省は

異なる見解を取った。その結果、国土交通省

は地元意見の反映として設置した委員会の

意見を整備計画には反映せず、委員会も解散

した。 

委員会の扱いについて、設置を行う国土交
通省について検討すると以下のように考察
出来る。委員会設置の初期段階では、公共事
業批判を他の事業で受けたことで地元の意
見を反映させることの重要性を認識してい
る勢力が中心となり、委員会を設置した。し
かし、その後省内の勢力が入れ替わり、地元
の委員会よりも着工を重視する勢力が強く
なった。これにより委員会が解散となった。
すなわち、国土交通省内の勢力関係の変化に
より、地方自治体が意向を反映するための組
織選択が左右され、地方自治体の河川事業へ
の関わりが左右されることがあるという知
見を得た。これらの研究成果の中心的部分は、
研究論文②として公表した。 
 
③川辺川ダム事業について 

川辺川ダム事業では、国土交通省に事業を
止める意向がないにも関わらず、2008 年 12

月に財務省が本体着工の予算を計上せず事
業が休止となった。「なぜ、直轄事業が国土
交通省の意向に反して休止に至ったのか」、
「知事が設けた審査機関が両論併記をした
にも関わらず、知事が事業凍結の意向をしめ
したのはなぜか」という問題意識のもとで研
究を行った。分析は、中央・地方の法的・政
治的資源の状況がそれぞれの発言力に影響
するのではないかという視点に基づいて行
った。 

通常、直轄事業の場合地元自治体が、河川
管理者である国土交通省の意向に反して事
業に影響を与えることは難しい。しかし、事
例研究の結果、直轄事業であっても、行政訴
訟等の法制度的資源の利用し、事業の進展を
遅らせることに加え、地元の首長選挙で首長
の交代など政治的手段を行使することで、地
元の自治体やその住民は事業に反映させる
ことは不可能ではないということを明らか
にした。 

また、国の縦割り行政が事業休止要因の１つ

になり得るという知見を得た。川辺川ダム事

業は主に治水を目的とする国土交通省と利

水を目的とする農林水産省によって実施さ

れる直轄事業である。農水省が利水事業の再

計画を策定するに際して、地元農民の署名の

集め方に問題があったとされ、この件に関し

て、住民訴訟が行われたが、2000年 9月には、

原告が敗訴であった。しかし、2003 年 5 月、

福岡高裁控訴審判決で、用排水、区画整備、

農地造成事業のうち、用排水と区画座備につ

いては、同意率が 3 分の 2に満たないと認定

し、事業に対する農民の既瑞申し立てを棄却

した晨水相の決定は違法とした。これにより

国が逆転敗訴した。その結果、国土交通省が

再度計画の策定が求められることとなった。

さらに、農林水産省による利水計画の策定が、

地元自治体の同意が取れなかったために滞

った。これにより、国土交通省によるダム建

設のための土地収用手続きが撤回されるこ

ととなり、事業実施が遅れることとなった。

その結果、2007 年の知事選の争点とされる

こととなり、最終的には、蒲島熊本県知事に

よる川辺川ダム事業凍結の意向表明に至っ

た。このことから、中央省庁の縦割り行政に

よるダム事業実施の場合、一方の事業が見直

しとなることで、他方事業の進展にも影響し、

結果として、事業の見直しの一要因となった

ということが言える。事例研究により、従来

指摘されているような事業の重複や無駄使

いという問題点とは異なる新たな知見を得

た。  

これらの研究結果の中心的部分は、研究論
文①として公表した。 

 

④総括 

2 つの河川事業に関する事例研究から、河
川法改正という制度改正だけでは、自治体の
状況や意向を反映させ地方分権の趣旨にあ
った事業実施が必ずしもなされないという
ことが分かる。しかし、事例とした淀川水系
の 5ダム事業のうち、大戸川ダムについては、
その後、地元 4 知事が反対の意向を示したこ
とから、現在、事業は休止となっている。地
元自治体の知事が事業を拒むことは直轄負
担金の負担を拒否することにつながるため、
中央省庁は影響を受けるということである。  

すなわち、直轄事業であっても、地元自治
体の選挙等と通じた政治的手段による地元
住民の意思表示や知事の意向は、自治体にお
ける事業選択に自律性を与える可能性があ
るという知見を得ることが出来た。 

 
（2）下水道事業に関する縦割り行政の影響
の変化 

 



 

 

①多度津町における下水道再生事業につい
て 

下水道関連事業に関する補助金を各省庁
から集め施設整備を行い、下水道を農業用水、
鑑賞用水等に再利用している香川県多度津
町の下水道再生事業「栄町せせらぎ水路」に
ついて、それを可能とした要因を検討した。  

ヒアリング調査の結果、同町では渇水とい
った外部要因が事業実施の必要性を高めて
いたことが分かった。また、中央省庁の縦割
りに従って組織が作られるとしても、それぞ
れの事業の連携を深め、町であることから行
政組織の規模が小さいため、各事業の担当者
のコミュニケーションが可能であり、各々の
事業の動向を把握できるため、中央省庁の縦
割り行政の影響は小さい。すなわち、縦割り
行政と自治体の規模の関係が明らかになっ
た。 

 

②高知県における生活排水事業の組織一元
化について 

生活排水事業に関わる組織編成の一元化
を行っている高知県土木部公園下水道課に
対するヒアリング調査の結果、以下のことが
分かった。まず、組織一元化は、下水道事業、
農業集落排水事業、浄化槽関係事業といった
生活排水事業に関わる中央省庁間の協力体
制の進展していること、中央省庁から自治体
に対しこれらの事業間の協力を促す要請が
あり、それを受けたものであったことが分か
った。組織の一元化はメリットとしては住民
にとってわかりやすくなったということで
あった。また、一般に指摘されているように
縦割り行政の影響による事業の重複は見ら
れなかった。しかし、補助金の申請について
は従来どおり、それぞれの省庁に対して行わ
なければならないため、省庁ごとに職員を配
置しており、組織は小さくなっても区分は残
っているという実態が明らかになった。すな
わち、組織の一元化だけでは、縦割り行政の
弊害は解消されないということが分かった。 

③総括 

2 つの自治体に対する調査から、自治体に
おいて行政組織の一元化は進んでおり、自治
体の規模が小さいほど、各事業に関する職員
の連携は深まることから、事業の効率的な実
施は図られているということがわかる。しか
し、たとえ組織は一元されても、補助金申請
については、省庁ごとにそれぞれの職員が対
応しなければならず、この点については効率
化が難しいことも明らかになった。 

 
（3）行政組織改革と権限移譲に関する研究
成果 

先の下水道に限らず、中央省庁の行政区分
とは異なる行政組織改革が進んでいる都道
府県を対象にヒアリング調査を行い、その要

因を抽出した。さらに、その要因が他の自治
体について当てはまるかを検証にした。 

①静岡県における行政組織改革について 

静岡県では行政組織改革により、課を廃止
し目的に応じた室の設置、職位階層の 7 階層
から 5 階層への変更、実務者への権限移譲が
行われている。特に 2007 年度からは、国の
縦割り行政に対応した組織を改め、施策実施
部門を大括りしている。ヒアリング調査によ
り、行政組織改革の背景として県内の政令指
定都市の増加がある。指定都市の増加により、
県の権限移譲が進んだことで、県の権限が減
少した。行政組織の改革は、静岡県がもとも
と行政改革に取り組んできたことに加え、権
限移譲によるスリム化が背景にあったこと
が分かった。 

 

②広島県における行政組織改革について 

次に、権限移譲は行政組織改革につながる
のかということに関して、基礎的自治体への
権限移譲が進んでいる広島県を対象とした。
広島県では、政令指定都市の増加による権限
移譲ではなく、特例条例により、県内市町村
への権限移譲は進んでいる。必ずしも権限移
譲を行う先の市町村が等しく事業を処理す
る能力を持っているとは限らないため、権限
移譲を行う事業に関して県職員が、市町村の
支援を行っている。そのため、県の行政組織
にはほとんど変化が見られなかった。 

③総括 

静岡県と広島県の比較により、権限移譲は
自治体の行政組織に変化を与える機会とな
るが、基礎的自治体の行政能力の向上の程度
が、都道府県の行政組織改革の進展を左右す
ることが明らかになった。 

 
（4）3つの研究を通じて 

本研究は、河川事業、下水道事業、都道府

県の行政組織改革を事例として、第一次地方

分権改革後、自治体の事業選択における自律

性はどのような形で高まっているのか、いな

いのかについて、特に自治体の行政組織編成

に着目して明らかにすることを目的とした。 

総じて言えば、自治体の事業選択自律性に

影響を与えるのはその自治体内部における

政治的な要因であると言えよう。このことは、

直轄事業に対する自治体の意見表明であっ

ても同様である。また、中央省庁の縦割り行

政の弊害については、かつて指摘されていた

ような、自治体における各担当部局が中央省

庁との縦の関係によって事業を決定するた

めに、事業が重複するといった状況にはなか

った。特に小規模の自治体においては、同種

の事業の担当者の連携があった。担当者間の

連携が進んでいる背景には、中央省庁の要請

もあったが、財政難で事業を選択的に行う必



 

 

要もあるだろう。しかし、補助金申請につい

ては、省庁の縦割りに従っており、自治体内

部で職員の連携が進んでも職員の効率化に

はつながっていない。補助金制度は自治体に

よる事業内容に制約を与えるだけではなく、

自治体の行政組織編成にも影響を与えてい

るということが明確になった。 
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